
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
が
始
ま

り
ま
し
た
。
初
め
て
と
い
う
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
説
明
を

簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
と
は
、

『
労
働
者
が
自
身
の
ス
ト
レ
ス

の
状
態
を
把
握
す
る
た
め
の
簡

単
な
検
査
で
す
。
労
働
安
全
衛

生
法
が
改
正
さ
れ
て
２
０
１
５

年
１
２
月
か
ら
従
業
員
５
０
人

以
上
の
事
業
所
で
実
施
が
義
務

化
さ
れ
、
目
的
は
個
人
の
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
予
防
と
、

職
場
環
境
の
改
善
で
す
。
労
働

者
が
質
問
票
に
記
入
し
、
結
果

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
自
分
の

ス
ト
レ
ス
が
ど
の
よ
う
な
状
態

に
あ
る
か
を
知
り
、
高
ス
ト
レ

ス
者
に
は
医
師
の
面
接
を
推
奨

し
ま
す
。
』

今
回
か
ら
当
社
で
は
、
ス
ト

レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
用
の
ア
プ
リ
で

回
答
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

ア
プ
リ
は
、
既
に
皆
さ
ん
に
イ

ン
ス
ト
ー
ル
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
「
ロ
グ
シ
ル
」
に
ロ
グ

イ
ン
し
て
い
た
だ
く
と
設
問
が

で
て
き
ま
す
の
で
回
答
し
て
も

ら
う
だ
け
で
す
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
設
問

内
容
は
、
法
令
に
基
づ
き

「
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因
」
、

「
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応
」
、

「
周
囲
の
サ
ポ
ー
ト
」

の
３
つ
の
領
域
を
必
ず
含
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

厚
生
労
働
省
が
推
奨
す
る

「
職
業
性
ス
ト
レ
ス
簡
易
調
査

票
」
の
５
７
項
目
版*

で
す
。

職
業
性
ス
ト
レ
ス
簡
易
調
査
票

（
５
７
項
目
版
）
の
主
な
設
問

内
容５

７
項
目
版
は
、
主
に
以
下

の
カ
テ
ゴ
リ
で
構
成
さ
れ
て
い

ま
す
。

Ａ:

あ
な
た
の
仕
事
に
つ
い
て

う
か
が
い
ま
す
（
仕
事
の
ス
ト

レ
ス
要
因
に
関
す
る
項
目
）

仕
事
の
量
、
質

職
場
の
対
人
関
係

仕
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
度
（
裁

量
権
）

仕
事
の
適
性
度

職
場
環
境
（
物
理
的
環
境
な
ど
）

Ｂ:

最
近
１
か
月
間
の
あ
な
た

の
状
態
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま

す
（
心
身
の
ス
ト
レ
ス
反
応
に

関
す
る
項
目
）

不
安
、
抑
う
つ
、
怒
り
な
ど
の

心
理
的
ス
ト
レ
ス
反
応

不
眠
、
頭
痛
、
胃
痛
な
ど
の
身

体
的
ス
ト
レ
ス
反
応

疲
労
感

Ｃ:

あ
な
た
の
周
り
の
方
々
に

つ
い
て
う
か
が
い
ま
す
（
周
囲

の
サ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
項
目
）

上
司
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト

同
僚
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト

家
族
・
友
人
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト

Ｄ:

満
足
度
に
つ
い
て
う
か
が

い
ま
す

仕
事
や
生
活
全
般
に
関
す
る
満

足
度

こ
れ
ら
の
設
問
に
対
し
、
通
常

は
４
段
階
程
度
の
選
択
肢

（
「
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
」

「
と
き
ど
き
あ
っ
た
」
「
し
ば

し
ば
あ
っ
た
」
「
ほ
と
ん
ど
い

つ
も
あ
っ
た
」
な
ど
）
か
ら
回

答
を
選
び
ま
す
。

※
「
と
き
ど
き
」
は
「
し
ば
し

ば
」
よ
り
も
頻
度
が
低
い
、
不

定
期
な
状
況
を
表
す
の
に
対
し
、

「
し
ば
し
ば
」
は
頻
度
が
高
く
、

頻
繁
に
起
こ
る
こ
と
を
示
し
ま

す
５
７
問
の
設
問
に
回
答
す
る

に
は
１
０
分
も
か
か
ら
な
い
で

終
わ
り
ま
す

回
答
が
終
わ
っ
た
ら
す
ぐ
に
回

答
結
果
が
出
ま
す
の
で
、
自
分

に
現
在
の
状
態
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

結
果
が
、
高
ス
ト
レ
ス
と
判

定
さ
れ
た
場
合
は
、
産
業
医
の

先
生
と
面
談
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

全
員
の
結
果
を
、
分
析
し
な

が
ら
職
場
環
境
の
改
善
に
繋
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

１
１
月
な
り
２
０
２
５
年
も
あ

と
２
か
月
弱
で
す
。
こ
の
時
期

に
な
る
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
は

や
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

で
す
「
年
末
調
整
」
で
す
。
今

年
、
初
め
て
社
会
人
に
な
っ
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
の
で
「
年
末
調
整
」
に
関
し

て
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。

年
末
調
整
と
は
、
毎
月
の
給

与
か
ら
源
泉
徴
収
（
天
引
き
）

さ
れ
た
所
得
税
の
合
計
額
と
、

本
来
１
年
間
（
１
月
１
日
～
１

２
月
３
１
日
）
で
支
払
う
べ
き

正
確
な
所
得
税
額
と
の
差
額
を

精
算
す
る
手
続
き
で
す
。

毎
月
の
源
泉
徴
収
額
は
概
算

で
計
算
さ
れ
て
い
る
た
め
、
年

末
に
正
確
な
年
間
の
所
得
税
額

を
計
算
し
直
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
精
算
手
続
き
を
勤
務

先
（
給
与
支
払
者
）
が
行
う
こ

と
で
、
従
業
員
（
給
与
所
得
者
）

は
原
則
と
し
て
自
ら
確
定
申
告

を
す
る
手
間
が
省
け
ま
す
。

主
な
目
的

納
税
の
過
不
足
の
解
消:

源

泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
が
多
す
ぎ

た
場
合
は
還
付
（
返
金
）
さ
れ
、

少
な
す
ぎ
た
場
合
は
追
加
徴
収

さ
れ
ま
す
。

確
定
申
告
の
簡
略
化:

多
く

の
給
与
所
得
者
に
と
っ
て
、
こ

の
手
続
き
だ
け
で
納
税
が
完
結

す
る
た
め
、
個
別
の
確
定
申
告

が
不
要
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
の
対
象
者

原
則
と
し
て
、
勤
務
先
に
「
給

与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
（
異

動
）
申
告
書
」
を
提
出
し
て
お

り
、
年
間
を
通
じ
て
勤
務
し
て

い
る
人
や
、
年
の
途
中
で
就
職

し
て
年
末
ま
で
勤
務
し
て
い
る

人
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
年
収
が
２
千
万
円
を

超
え
る
人
や
、
２
カ
所
以
上
か

ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
て
一
定

の
条
件
に
該
当
す
る
人
な
ど
は
、

年
末
調
整
の
対
象
外
と
な
り
、

自
身
で
確
定
申
告
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

必
要
な
書
類

従
業
員
は
、
以
下
の
よ
う
な
必

要
書
類
を
会
社
に
提
出
し
ま
す
。

●
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等

（
異
動
）
申
告
書

扶
養
親
族
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
全
員
が
提
出
し
ま
す

●
給
与
所
得
者
の
基
礎
控
除
申

告
書
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶

者
控
除
等
申
告
書
兼
所
得
金

額
調
整
控
除
申
告
書

・
１
枚
の
用
紙
に
３
つ
の
申
告

欄
が
あ
り
ま
す
。

・
合
計
所
得
金
額
が
二
千
五
百

万
円
以
下
で
あ
れ
ば
基
礎
控
除

の
対
象
と
な
る
た
め
、
ほ
と
ん

ど
の
人
が
提
出
し
ま
す
。

・
配
偶
者
控
除
や
所
得
金
額
調

整
控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合

に
記
入
が
必
要
で
す
。

●
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除

申
告
書

・
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、

社
会
保
険
料
（
給
与
天
引
き
以

外
）
な
ど
の
控
除
を
受
け
る
場

合
に
提
出
し
ま
す

（
対
象
者
の
み
）

●
給
与
所
得
者
の
（
特
定
増
改

築
等
）
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
申
告
書

こ
れ
ら
の
書
類
に
基
づ
き
、

会
社
が
正
確
な
税
額
を
計
算
し

ま
す
。

１
１
月
１
８
日
が
、
提
出
締
め

切
り
と
な
り
ま
す
。

※
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

と
は
、
個
人
が
住
宅
ロ
ー
ン
を

利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
、

購
入
、
ま
た
は
増
改
築
を
行
っ

た
際
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
場
合
に
、
居
住
開
始
後
の
一

定
期
間
に
わ
た
っ
て
所
得
税
や

住
民
税
か
ら
一
定
額
を
控
除
で

き
る
よ
う
に
す
る
制
度
で
す
。

初
め
て
控
除
を
受
け
る
際
は
、

入
居
し
た
年
の
翌
年
に
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。
給
与
所
得
者

の
場
合
、
２
年
目
以
降
は
年
末

調
整
で
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

2025年
(令和7年11月)
第２３４号

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
始
ま
り
ま
し
た
！

年
末
調
整
の
時
期
に
な
り
ま
し
た


